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第１２回丹波市教育振興基本計画審議会 

 

◇開 会  令和６年８月２８日（水） 午前 ９時００分 

◇閉 会  令和６年８月２８日（水） 午前１１時４６分 

◇会 場  山南住民センター やまなみホール 

◇出席者   

 ・会長   安藤 福光  ・副会長   松井 久信 

 ・委員   蔦木伸一郎  久下  悟  池内 晃二 

       岸田 孝広  酒井 陽祐  臼井眞奈実 

       高嶋 秀秋  木寺  章  江本 晃謙 

 〔事務局〕 

 ・まちづくり部長         谷水  仁 

 ・市民活動課長          山内 邦彦 

 ・人権啓発センター所長      堂本 祥子 

 ・教育長             片山 則昭 

 ・教育部長            足立  勲 

 ・教育部次長兼学校教育課長    山本 浩史 

 ・学校教育課参事         小森 真一 

 ・社会教育・文化財課長兼文化財係長 小畠 崇史 

 ・恐竜課長            松枝  満 

 ・教育総務課長          足立 安司 

 ・教育総務課副課長兼企画総務係長 足立 真澄 

 ・教育総務課企画総務課主査    蘆田 愛帆 

 

次第１           開会あいさつ 

 

（事務局）         皆さん、おはようございます。それでは定刻となりましたので、第１２

回丹波市教育振興基本計画の審議会を開催いたします。 

              本日は大変ご多用のところ、ご出席いただきましてありがとうございま

す。本審議会は原則として公開をしております。丹波市のホームページに

も会議内容を掲載しておりますので、ご理解いただきますようお願いをい

たします。 

              次に、議事録作成のために録音をさせていただいております。発言の際

にはお名前を名のってから発言いただきますようお願いをいたします。              

会議は１２時終了の予定でご審議賜りたいと存じます。 

              では、開会に当たりまして、丹波市教育振興基本計画審議会会長からご

挨拶をいただきます。 

 

（会長）          皆さん、おはようございます。一週間前の会議の内容を踏まえた、その

修正と、あと、それ以外の箇所についてですが、前回、煮詰めきれなかっ

た部分について、本日はご審議賜りたいと思いますので、本日もどうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 

次第２           第３次丹波市教育振興基本計画（素案）の検討 

              （１）基本理念・基本方針の確認について 

 

（会長）          それでは、次第の２番、第３次丹波市教育振興基本計画の素案に入りま

す。基本理念・基本方針の確認について、事務局から説明をお願いいたし

ます。 
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（事務局）         資料は素案冊子の２４ページをご確認ください。基本理念につきまして

は、前回の審議会において、基本理念に込めた思いの部分のところを削除

することになりましたので、削除した後の余白の使い方、どのようなもの

にするか、事務局に一任いただいたところですが、新しくイラストを挿入

しております。このイラストは、それぞれのふるさとがあるということ、

いろいろな人、いろいろな「しあわせのカタチ」があるというところをイ

メージしています。それぞれの個性を持って集まっているようにも見えま

すし、シンプルな図形とすることで、いろいろな想像ができるのかなと思

っています。また、理念のほうにも使っている「しあわせのカタチ」、片

仮名書きにしているのですが、「カタチ」というものがいきてくるかなと

考えています。 

              次に、２６ページ、２７ページをご覧ください。基本方針につきまして

は、前回の審議会でご審議いただきまして、削除したところと追記したと

ころを赤字で記載しています。また、ウェルビーイングという言葉が難し

く、例えば、幸福感といったような分かりやすい言葉に変えてはどうかと

いうような意見もいただきました。この点につきましては、事務局として

も改めて検討したところではございますが、ウェルビーイングという言葉

は、国や県の計画でも使用されておりますので、ウェルビーイングのまま

残してはどうかと考えています。この辺のところをご審議いただけたらと

思います。よろしくお願いします。 

 

（会長）          ありがとうございました。それでは、今、ご説明いただきました２４ペ

ージ、２５ページの構成部分ですね。それと、あと今、特に２６ページ、

２７ページについては、前回の審議会を踏まえての内容に変更があったと

いうことと、ウェルビーイングという言葉については、事務局としてはこ

の言葉を使いたいということでした。このあたりについてのご意見、もち

ろんそれ以外についてのご意見等もありましたら、よろしくお願いします。 

 

（委員）          ２７ページの基本方針の３点目、今回から「社会教育」の「社会」を除

いているということですね。こちらのウェルビーイングに関して、前回の

議論の中で、「個人と地域全体の」という表現があったものを、ここは「地

域全体のウェルビーイング」という表現でよいのではないかということで、

私はその時点ではそれでいいのかなと思っていたのですが、多分、もとも

とこの計画の少し前ですね。ウェルビーイングの説明のところに書かれて

いる、２３ページのところでは、やっぱり個人のウェルビーイングが実現

されることによって、その個人の集合体としての場や組織のウェルビーイ

ングの高い状態が実現されるという表現が出ているのです。確かに文部科

学省の資料とかを見ると、個人のウェルビーイングの実現と地域全体のウ

ェルビーイング、もしくはその組織のウェルビーイングの向上みたいなと

ころは、特に社会教育のほうで、表現で確認してみると、もうワンセット

で書かれている部分もあって、ということをもう一回考えたときに、やっ

ぱり個人のウェルビーイングと地域全体のウェルビーイングという表現は、

もしかしたら残しておいたほうがいいのかなというふうなことを、改めて、

前回はちょっとこれでいいかなと思ったのですが、ちょっとよくよく読み

返してみて全体の流れを確認したときに、そっちのほうがいいのかなと、

私自身、ちょっと今、思っています。また、皆さんとちょっと意見交換し

たいなと思います。 

 

（会長）          それ以外についていかがですか。 

 

（委員）          今、言われましたように、「個人」をやはり残すべきかなと思います。
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というのは、その４６ページの解説の中にも「個人」という言葉、入って

いますので、用語解説に書いていますので、そういうことも考えましたら、

統一性ということで「個人」残しとくほうがいいかなと思ったりしていま

す。 

 

（会長）          そのほか、いかがですか。 

              今、お２人から、この３番目のところについては、「個人の」というの

は復活させたほうがいいのではないかというご意見がありました。 

              私はなくていいと思っています。というのも、前回の会議のときに、２

番目のところが個人で、３番目のところが地域コミュニティーと明確に分

けて具体化しようという議論があったと思います。ですから、２番目のと

ころに個人のウェルビーイングとか書いてあって、この３番目のところに

は、コミュニティー、そういったいろいろなところ、２番目の含まれた人

の集いのコミュニティーというところで、ウェルビーイングを図ろうとい

う、ある意味、こことこの手と手を取り合っているのと、人と人との電球

の箇所というのは、より密接な関連をしていると思うのですよね。ゆえに、

２９ページ以降もやっぱりこれが多いのですよ。ピクトグラムとしては。

ですから、ここ、私は前回、決められたように、「個人」というのを取っ

ていいのじゃないかと、私の意見ですけれども。そのほかの方の意見はい

かがでしょうか。 

              これについてのまとめは後にするとして、そのほかにご意見ありますか。

絵になっているところですとか、その辺も前回、レイアウトのことの話に

なりましたけれども、いかがでしょう。 

 

（委員）          ２４ページの基本理念の文章の下に書かれているイラストというのは、

これは質問なのですが、これ、何ですか。 

 

（事務局）         前回の審議会でも言わせていただいたのですが、もともと基本理念の下 

にポエム的なものを書いていたのは、その基本理念のイメージを膨らませ 

るためのものだったと。だから、ぼやっとしていたものもあったのですと 

いう話をさせてもらって、そこにちょっと具体的な文章が入ってしまった 

ことによって、右側の説明と重複してしまうことがあるのでということで、 

削除させていただきました。 

              結局、そのイメージを膨らませるというところで、こういうツールを設

けさせていただいたのですが、三角形と四角形と円が描いてあります。と

いうのは、「しあわせのカタチ」がそれぞれですよということをイメージ

させたことで、こういう図形を持ってきました。いろいろ考えました。さ

らに台形や平行四辺形やらって考えたのですが、図としてもまとまりなく

なるということもあって、数字的にいうと、二等辺三角形と正方形と円と

いう形で、それにいろいろな色づけなどしてまとめさせていただいたとい

うことです。「しあわせのカタチ」イメージ図だと思ってください。 

 

（委員）          ありがとうございます。ということは、このデザイン自体は事務局デザ

インということで理解してよろしいですか。ちょっと何か著作物みたいな。 

 

（事務局）         この素材自体は市長部局の広報でも使っております素材集から持って来 

たものでありますので、使用可能なものとなっています。 

 

（会長）          今、説明を受けると、なるほど、そういう意味だったのかとよく分かっ

たので、私は納得をすることができましたが、これ、背景に色をつけたら

やっぱりＮＧなのですか。何か白に図形があったらちょっと。何かもうち
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ょっと薄い青とか薄いピンクとかでバックがあると、何か暖かいなという

感じが個人的にはしていますけれど。色、変えたらやっぱりアウトなので

しょうね。その辺ちょっとまたご検討ください。そのほかにご意見ありま

すか。この図について。 

 

（委員）          ２４ページのところからですけど、面白い図だなと思って見せていただ

いておるのですが、僕は割とこの形は仕事上もよく見て、整っているなと

思う、この幾何学的な図なのですけれど、この前の山もそうですし、こう

いう図もそうだと思うのですが、イメージを膨らませたり、読み手にいろ

いろなことを考えてもらったりするような、ヒントになるものだと思うの

で、どうしてもその図が持つ、元々のイメージに引っ張られるようなこと

はあると思います。 

              そうすると、さっきの次長、図としてのまとまりがなくなってしまうの

で、このぐらいでとおっしゃったのですが、並んでいるのも整然と割と並

んでいると思うし、できている形も３種類ということなので、「しあわせ

のカタチ」というか、ある程度まとまったというか、限定されるような、

そんなふうに私はちょっと印象として思ってしまって、そう思われる方が

ほかにもあるのかもしれませんけれども、この「しあわせのカタチ」は人

それぞれ、地域それぞれであってほしいなと思うので、もう少しいろいろ

なものがあってもいいのかなと。もちろん形は色も含めて形ですと言える

とも思うので、これは駄目なのかといったら、そういうわけではないと思

うのですが、僕の思いとしては、もっといろいろなものがあってもいいの

かなと思ったりはします。 

              発言したついでに、先ほどのウェルビーイングのところにも関係すると

思うのですが、私は会長が言われたような、個と、それからグループとい

うふうに分けられた、この二つの三つ目という位置づけで取っていたので、

「個人の」というのは、なくてもいいのかなとは思ったところなのですけ

れども、五つの基本方針の並び方なのですが、上が三つ、下が二つと、今、

並んでいるのを、もし、これを体系図が山の形のほうを採用されるのであ

れば、山というのは末広がりですし、上が三つ、下が二つよりは、上が二

つ、下が三つのほうが、収まりがいいかなと感じるところです。 

              ただ、そうすると、このウェルビーイングに関連するこの二つの項目が

ちょっと離れちゃうので、そこはどうしたものかなと思うところです。こ

の青色で示されているもの、手の上に花が乗っている、これはちょっと一

番真っ先に持ってきたいところかなと思うし、場合によっては真ん中に置

いてもいいのかなと思うようなものなのですが、その位置づけはこの背景

については、もうひと工夫があってもいいのかな。なくても特別、このま

までも駄目ということもないですけれども、図はやっぱりそれが持つイメ

ージに読み手が引っ張られるので、そういうところにつながるような図や

ったらいいなと思いました。 

 

（委員）          今の意見を受けて、私もそうだなと思った部分があって、「しあわせの

カタチ」という表現をあえて片仮名にしている部分もあるので、今のやつ

とかも、はっきり図形としてはいろいろ貼っちゃっているから、形になっ

ちゃっているじゃないですか。丸とか三角とか四角とかって読み取れてし

まう。その隣でもう少し、形になっていない形というのか、何かそういっ

た表現もあってもいいし、何か重なり合うとか、補完し合うとか、支え合

うとか、何かそういう表現もあってもいいのかなというのを、今、思いま

した。もう少し何かいろいろなバリエーションがあっていいのかな、ぐに

ゃぐにゃぐにゃとか、形になっていないものとかそういうのでもいいとい

う気がしています。 
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              さっきの、せっかくなので、ご意見返す形で、基本方針の並びの件はそ

うだなと思いますし、山の形にするなら、末広がりがいいかなと思ったと

きに、私、個人としては、やはり２番目の基本方針が一番網羅的なところ

で、レイヤーがほかの方針とは違うかなと思うので、これが多分、上にち

ょっと突き出てくるかなと思ったときに、紙面のスペースが可能であれば、

３段構成できるかなと思っています。２番目の方針が上に飛び上がって、

あとは二つずつが２段に並んでいくというのがいいのかなと感じました。 

 

（委員）          基本的に、この振興基本計画におきましては、いわゆる教育基本法に基

づいて、作成は努力義務という中で、いわゆる法規範ではないと。そして、

いわゆる通常の計画であるというようなことは認識しとるわけですけれど、

こういうのは結局、読者と作者がつくるということになっておる。そのよ

うなこと考えましたら、ここで、どうなのですかね。どう入れ替えても正

解というものがないわけなので、事務局が一生懸命、考えてくれたものや

から、それを取り入れたらいかんのですかねと思いますけどね。 

 

（会長）          要は原案のままでいいのじゃないかということですね。 

 

（委員）          はい。委員だけでまばらになるのやから、読み手はさらにいっぱいおる

わけですから、この意図は通じないと思いますので。そんな言い方したら

いけませんのやけど。 

 

（会長）          いえ、それも大事なご意見ですので。そのほかにご意見ありますか。 

              それでは、ちょっと一つずつ確認をします。 

              まず、最初に話題になりました、三つ目のところに「個人」というのを

入れる、入れないということについては、入れないという方向で、要は原

案どおりでよろしいでしょうか。 

 

              （「異議なし」の声あり） 

 

（会長）          ありがとうございます。 

              そして、図についてなんですけれども、委員の皆さんがおっしゃること、

２４ページのほうですね。委員の皆さんがおっしゃるご意見も分かります

し、事務局のほうの意図も分かる部分があります。 

              ですので、ここはパブコメが入りますけれども、パブコメはこれで出し

ていただいて、その間にちょっと事務局には、ほかの図もあるのかどうか

というのをご検討いただいて、第１３回の審議会のときにパブコメの意見

も踏まえて、最終的に決定ということでよろしいでしょうか。 

              ２６ページ、２７ページのレイアウトについても、一応、現状のままで

パブリックコメントをして、また最適なレイアウトとか並び方というのも、

これもまた事務局にもう一度検討いただいて、最終的には最後の審議会の

ときに、いま一度、委員の皆様からご意見を頂戴して決定したいという方

向にしたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。 

 

                        （「異議なし」の声あり） 

 

（会長）          ありがとうございます。 

              それでは、一つ目の基本理念・基本方針の確認については、そのように

させていただきたいと思います。 

 

              （２）丹波市の教育のめざす姿（体系図）について 
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（会長）          続いてです。（２）丹波市の教育のめざす姿（体系図）について、事務

局のほうからご説明をお願いいたします。 

 

（事務局）         資料につきましては、別紙で置かせていただいています。「丹波市の教 

育のめざす姿」のホチキス留めになっている部分になります。 

              前回の審議会で提案した３案に、本日は最後の裏面になりますが、図形

にしたものも加えております。また、一番上のものには、基本施策の項目

を入れています。別紙の裏のページの図形にしたものですが、事務局で一

旦、作成はしてみましたが、素案の３ページ、こちらのほうをご覧いただ

きますと、「計画の構成」としているところがありますけれども、これと

同じような形にはなっています。こちらは構成としていますので、具体的

な方針や理念の言葉が入っていないところにはなりますが、事務局として

は、やはりイメージのような柔らかいものがあったほうがいいのではない

かなと考えています。ご審議いただきますよう、お願いします。 

 

（会長）          ありがとうございます。 

              今日、修正していただいた案については、前回、基本計画の１０個を入

れたほうがいいのじゃないかなというのが反映されたバージョンで、この

山で雨という、恵みの雨といっていいのですね、これは。今度来る台風の

ようなああいうのではなく。そういった意味合いでの図ができていますけ

れども、いかがでしょうかということですね。 

              事務局としては、やはりこの柔らかいイメージを持ってもらえる図は入

れたいという、そのような意図はあるということであります。ご意見をい

ただければと思います。よろしくお願いします。 

 

（委員）          １０個、基本施策のまとめていただきまして、とてもつながりが見える

になったのかなということ、具体的に何をするかということは、皆さんに

知っていただけるようになったかなと思うので、これでいいかなと思って、

情報としては、これでいいのかなとは思っています。 

              私、個人的には、最後、もう文字だけで示すというのは分かりやすいな

と個人的には思っています。山と思ってしまうと、要するに、何かそこの

意図する部分がこれだけだと十分に伝わるのかどうかというところも気に

なっているところです。皆さん、ちょっと意見交換してもらって、決めて

いただいたらと思います。 

 

（委員）          今さっき言いました、計画は規範ではない、法規範ではないのですが、

この絵をいっぱい取り込みますから、堅さがなくなるのですよね。計画自

体の堅さが。というようなイメージができてしまうのじゃないかと思いま

す。そして、なおかつ、いろいろこれを読みましたら、児童生徒さんがさ

れた絵がいっぱい入ってきますので、この計画という堅さが抜けてしまう

のじゃないかと思ったりするのですけれど。そういうようなイメージです。

各パブコメで回答を求めたほうがいいのじゃないかなと思うような感じも

しますが。 

 

（会長）          堅いほうということですね、全般。 

 

（委員）          計画というのは、本来、堅いものであるべき。個人的な考え方でおるの

で、そういうような考え方。努力義務なので、基本的に法規範ではないと

いうことになりますので、柔らかさがあってもいいのやと。こればっかり

は受け取り方の違いなので、私、個人としての、計画、いろいろつくって
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きた者としては、堅いのが計画であるというイメージが、時代が変わって

くるかも分かりませんけれど。 

 

（会長）          幾つかの自治体で、関わっていますけど、本当、自治体によります。堅

さの中に柔らかさを持ってくるところもあるし、もう本当にシンプルイズ

ザベストみたいな感じでやるところもありますので、ここは多分、事務局

の、本当にお考えの出るところなのかなと思いますので、私はどちらでも

いいのかなと思います。 

 

（委員）          そうですね。ちょっとやっぱりこの図を考えるに当たって、一つ確認し

ておきたいのは、恐らく例年どおりやれば、教育振興基本計画の概要版を

つくると思うのです。概要版でどう表現していくかということも、当然、

検討したらいいと思いますし、あと総合計画では誰でも読みやすいような

バージョンでもつくっていらっしゃるのですね。恐らくこどもたちを中心

に読んでもらえるような、そういう概要版もつくる予定をされているかど

うかをまず確認していいですか。 

 

（事務局）         こども用のパンフレットをつくるのか、それをもって概要版にするのか、 

その辺はちょっと未定ではありますが、概要版というものはつくりたいと 

思っています。 

 

（委員）          それも議論してもいいという感じですか。ここで。そういうのもあった

ほうがいいのかという結論に持っていったら検討していただけるという感

じでいいですか。こども用もあったほうがいいのじゃないかみたいなこと

をこちらで整理したら、事務局として検討していただけるのですね。 

 

（事務局）         概要版については、事務局が書かせていただくことになると思いますが、 

概要版がどのようなものがあったらいいのかということにつきましては、 

議論いただけたらと思います。 

 

（会長）          概要版の有無については、私、この間、他市のこの会議では、一般市民

が読むと、これは分かりづらいのでつくったほうがいいのじゃないかとい

う意見が出て、じゃ、つくりましょうかとなりました。そのときに、さっ

き言っていたウェルビーイングというのを、日本語っぽい訳し方しましょ

うかとか、何かもうちょっと違う言葉で分かりやすくしましょうかという

ので、概要版をつくるという話にはなりましたけれども、ちょっとつくる、

つくらないは今日ちょっと時間も限られていますし、今日、終わらせない

といけないので、概要版のことについては、また次回でもいいのかなと思

いますけれども。 

              どうでしょうか。この２８ページのデザインについて。２８ページとい

うか、今日出てきているものですね。特にこの１０個のちゃんと施策が載

っているバージョンについて。 

              委員は概要版つくるのだったら、概要版でこの図を使えばいいじゃない

かという発想でもあるということですか。本物はこっちにして。 

 

（委員）          そうです。概要版でもっと煮詰めればいいじゃないかなと思います。こ

こで、本計画版で載せるかどうかというの、ここで決め切るよりは。概要

版の中でもっとスペースをちゃんと取って、見開きぐらいで。大きく。 

 

（会長）          ここはこっちでもいいのじゃないかと。 
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（委員）          シンプルで、後々、使いやすいかなと思って。こっちのほうが何かシン

プルで。 

 

（会長）          そのほか、ご意見ありますか。 

 

（委員）          私もこの３つを見せてもらったときに、最後のやつがシンプルで、すご

く分かりやすいなと思ったのです。計画を見ていたら、どこかに何か目移

りするじゃないけれど、どこかに目移りしてしまって、本当にこれがしっ

かり読んでいかないと分からないところもあったりするので、これだった

ら、一目見たら、基本理念はこれなのだなということがよく分かっていい

のじゃないかなと、ぱっと見て思いました。 

 

（事務局）         事務局でこれをつくったときに、先ほども出たのですが、３ページとの 

重複というのが気になっていまして、ここに一応、施策体系は簡単には書 

いてあって、それを前、図じゃなくて、こういう形にしたときに、さらに 

詳しくはなっているのですが、雰囲気が完全に重複してしまっているので、 

あえて入れる必要があるのかなとか、３ページにここまで書き込んでしま 

ったらどうなのだろうとかいうようなことは、ちょっと議論になりました。 

そこも含めて、ちょっと検討していただければありがたいです。 

 

（会長）          今、事務局からお考えをお聞きしましたけれども、それを踏まえていか

がでしょうか。 

 

（委員）          ３ページは「計画の構成（施策体系）」と書いてあります。この計画と

いうのは、この関係は、「丹波市の教育のめざす姿（体系図）」となって

います。そうしたら、今回、「計画の構成」というものが「丹波市の教育

のめざす姿」に変換してきているからややこしいのです、今。計画策定に

ついて、これ自体は、基本的には計画策定の姿図なのですよね。「丹波市

の教育のめざす姿」とか書いているのですかね。と思ったりするわけです。 

              だから、これは重複という考え方にするのか、もし重複であれば、これ

をもう一回、見直さなあかんじゃないかと思ったりするのです。 

 

（会長）          委員としては、要は最終的には、どちらのほうが。 

 

（委員）          最終的には、今、いわゆる最後に提案される「丹波市の教育のめざす姿

（体系図）」というものがいいと思うのですが、そのときに、今、言われ

ました３ページが出てきていますという話であれば、これは「教育のめざ

す姿（体系図）」という言葉がどうなんかなと、初めから思っていたので

すけどね。いわゆる３次の基本計画のつくるのこれですかね。この基本理

念はあくまでも計画をつくるための基本理念ですからね。これが「丹波市

の教育をめざす姿」という名前、「体系図」という名前に変わってきてい

るけど、このあたり、ちょっと初めからすごく疑問があったのですけれど

ね。 

 

（会長）          どういうことですか。 

 

（委員）          基本的にはこれ、基本理念とか、それ考えたのは、いわゆるこの計画、

第３次基本計画をつくるために、基本理念を持って、計画が出来上がって

きたということですね、これ。これがすなわち未来永劫、丹波市の教育の

めざす姿なのかなと。 
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（会長）          これは、だからここ５年ですよね。今後５年の目指す姿のことを言って

いる。５年を抜いているだけで、これ、未来永劫ではないです。 

 

（委員）          だから、そういうのを考えたときに、これはあくまで基本計画、今度つ

くる推進基本計画のいわゆる５年間のいわゆる基本理念であり、基本計画

であり、基本施策であるという解釈をせんといかんと思っとるのですけれ

ど、そこに、それはあくまで３ページにそれが書かれてありますよという

考え方になるので、５年間という。これが、落ちてきてないわけですね。

こっちに関しては。独り歩きしとるのですね、これが。独り歩きというよ

りか、これがあったときに、そうしたら、ダブるということなったときに

は、あくまでこの計画の中に入れるのだから、これが５年間とか、そうい

うものが入ったり、おかしいのじゃないかなという気がするのですけどね。

そういうのはいろいろ出てきます。だから、このまとめ方というふうに対

しましては、今度、言葉の使い方がどうなんやという話まで展開しないと

いけないというふうに帰ってしまう可能性があるのです。 

 

（会長）          このあたりは、なので、ちょっと表題のタイトルをもうちょっとすると

いうのは必要かもしれませんけれども。 

 

（委員）          欠席を何回かしてしまってすみませんでした。 

              委員さん、基本計画のこの基礎１０項目を最初に載せてあるのですが、

これは後の２ページ目、３ページ目の図にも入れてもいいという考え方で

大丈夫ですか。ここは、ここだけには１０項目、ここ載っているのですけ

れど。 

 

（会長）          参考で入れているのだと思います。 

 

（委員）          なるほど。参考で入れていただくのであれば、先ほど事務局が３ページ

から重複というのあって、その話を聞きまして、「丹波市の教育をめざす

姿」と、「姿」ということは、ちょっと僕の個人的な意見でいうと、図を

入れてもらえたらうれしいなということで、委員さんがこの１０項目を入

れた上での、ここはめくった２ページ目が、この太陽がぽかぽかしている

感じで、その一番下には、その委員さんのその１０項目を入れていただい

たら非常に何かいいのかなと。議論とはまたちょっとまた別の角度から言

ってしまいますけれども、「姿」となっているから、図があったほうがよ

ろしいなということで。 

 

（会長）          いろいろな意見が出るのはすばらしいことですので。より多くの考えを

述べてください。 

 

（委員）          事務局がおっしゃる、３ページと今回のその体系図で示されたされたも

ののすみ分けというか、なのですが、私も３ページの１章の第３節につい

ては、計画の構成とか考えてくれてこの部分になりましたよという捉えに

なるのかなと思って、最終的に、ずっとこの計画を立てていって、いわゆ

る進めていく中で、最後の最後で、その体系図、今日提出していただいた

ものが具体として出てくるという捉えでいけば、話ができると。ただ、そ

うなると、今、その体系図、２８ページに入っとるのですが、２８ページ

ではなくて、この１０項目、基本施策の１０項目を入れるのであれば、も

っと後ろになるのかなと。ページの構成が。だから、全部、言った後で、

一応読み進めてきたけれども、結局、全部具体でいうと、この図ですよと

いうふうな示し方になるのじゃないかなと思います。ただ、１０項目が入
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った時点で、ページの後ろに持っていかないといけないのかな。それを第

４章の最後に持っていくのか、第３章の最後にやっぱりちょっとまた検討

が必要だとは思うのですが。 

 

（会長）          ありがとうございます。 

              第４章のときに持ってきてもいいとか、第４章の後、第４章の初めとか。 

 

（委員）          もう最後がすっきりするのかなというところは全部やってきて、最後、

こういう体系図ですよというほうがいいのかなとは思うのですが、どっち

がいいかな。どっちもありなのかな。３章の最後か、４章の最後か、どっ

ちかなという意見です。 

 

（会長）          面白い意見です。私は正直、このところはどっちでもいいのですが。要

は３ページに書いてあるものに、ある意味、中身を入れましたよというの

が、この今日の出てきた新しいもの、シンプルな図だと思うのです。 

              今、委員がおっしゃったように、そういうのをもっと視覚的に分かるよ

うにしたのがこれですという解釈で、だから、両方、実は存在し得るのか

な、なんていうのも、今ちょっと改めて聞いて思ったところであります。

ありがとうございます。 

              そのほか、ご意見ございますか。どうでしょう、委員、前回、山につい

てというところで、いろいろご意見を伺いましたけれども。 

 

（委員）          僕の思っている山というイメージが、もうちょっと柔らかく考えていい

のかなというふうに、前回、終わった後に振り返るところでして、どうし

ても絵があると、僕はその絵のイメージに引っ張られるというのか、そう

いうために絵はあるのかなと思いますし、できたら、明るいほうがいいな

という思いです。雨より太陽のほうが、太陽の日差しが降ってくるという

のでも十分、降るということになるし、もちろんお日さんの光だけではな

くて、水も必要ですし、三つ目に、地層があって、これが丹波市らしくて、

僕、すきなのですが、土ということも大事にしたいし、丹波市が、何とい

うのかな、大切にしたい視点が三つあるのは、上から降ってくるばかりじ

ゃなくて、下から攻めてくるものもあるといいのかもしれないし、いろい

ろなことを総合して考えたら、あまり山、程々の山じゃなくてもいいのか

なと思ったり。自分のイメージで広げていけばつながるなという、ちょっ

と反省も含めてしたところなのですけれど、工夫すれば幾らでもできるか

なというのも、図を使った表し方のメリットであり、難しいところかなと

思っています。 

 

（会長）          今の委員のご意見を踏まえるならば、私であれば、多分、太陽とこの雲、

雨が多分、要は、何というか併存というか、同居したような絵になるのか

なと。そして、その地層がいいなというところで言えば、基本理念のとこ

ろの説明でちょっと使っている言葉だったと思うのですけが、要は多様性、

こどもまんなか、ウェルビーイングが多分、上から来たほうがいいと思う

のですけれども、やっぱり丹波市のひと・もの・ことというような言葉を

この地層に置いたら、要は丹波というところ、何というのですか、その土

壌というか、舞台にこういった教育の理念とかで、雨水とか浸透して、そ

こから木が生えてくるというイメージにはなるのかなと思います。全部盛

り込んだ、私の妄想を申し上げました。 

              その他、ご意見ございますか。 

              すみません、ずっとこっちが喋っていますけど、事務局としては何か。

今、新たな意見がいろいろ出てきたので、何かお考えを。 
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（事務局）         事務局で検討した経緯だけお話しさせていただきたいと思います。 

              この前にご意見いただいて、こういう図の形に、４ページの形にしたと

きに、３ページ目とかぶるのではないかという話が１点ありました。もと

もと一番初めにやらせていただいたときには、この体系図というのはなか

ったわけで、それを審議会の中で話していただいて、今回追加で出ないの

は分かっているけれど、何か全体的に表すものがあったほうがいいのでは

ないかいう話をいただいて、図という形で、３ページと分けたというやり

方をしましたということです。なので、今回、こういうご意見をいただい

て、また重複したときにどうしようかなという悩みが出てきたということ

が１点です。 

              それから、この前のご意見いただいて、山に意味を持たそうと思って、

道をつくって、人も登らせて、上に旗を立ててということもやってみまし

た。事務局の中で。もうごちゃごちゃして、何か全く分からないし、あま

り意図的なものを持たさなくてもいいのかなと。こっちの思い入れとかい

うのを、どの辺まで入れたらいいのかなということを考えましたので、今

回、削除しています。 

              ３点目です。前回、事務局案は雨ですと言わせていただきました。確か

に雨に暗いイメージを持たれるとか、太陽のほうが明るくていいよねとい

うイメージを持たれる方もあると思います。事務局案が雨ですといった理

由について。この前、言わせてもらったとき、山にするのだったら、やっ

ぱり頂は理念がいいということです。雨ならば、上から下に染みわたって、

川になるということがあるので、太陽の光がそこで止まっちゃうのですが、

雨は循環するというイメージがあって、雨にしていると。なので、それが

また、意図を持たせ過ぎるという意見になるかもしれないのですけれど、

そういう意味で、事務局は雨が一押しですという議論になっていますとい

うことだけお伝えしておきます。 

 

（会長）          今、事務局から、議論の経緯ですとか、この図に持たせた意味というも

のを改めてご説明いただいたわけですけども、いかがでしょうか。 

 

（委員）          まず、最初の３ページの関係に関しては、３ページは、この計画がどう

いう構成でできているのかという説明だと思うので、これはこのままあっ

ても全然、違和感はないかなと思っています。 

              その上で、この体系図のほうなのですが、ちょっと今の状況、やっぱり

客観的に見てみると、まだしっくり来てないのかなと思っていて、もう少

し時間かけられるのだったら、そのパブコメ受けてから、また、もう一回

考えるのとかでもいいのかなと。何か山ってものに対するイメージ、やっ

ぱりまだ漠然としたものが、それぞれ委員さん、感じたのもあるのかなと

思っているので、やっぱりこういう絵で表すなら、本当に必要なのだよと、

丹波らしい、何というか、表現、絵的な。デザインとして丹波らしい表現

みたいなのも必要かなと思っていて、何かもう僕は山に、すみません、こ

の前の議論もあるので、あんまりひっくり返すのもよくないなと思うので

すけれど、もう山じゃなくても、何か丹波市全体像、マップで示すとか、

何か見て丹波市と分かるような、人々が学びを通して自分らしく過ごして

いるようなイメージの絵みたいなものを載せていってもいいのかなと思っ

ているのです。 

              そのときに、ちょっと僕、ふと思い出したのは、社会教育・文化財課で、

ご存じだと思うのですが、ＴＭＫというボートゲームを昨年度つくられた

と思うのです、高校生と。それのボードゲームのマップが丹波市のマップ

なのですが、何かそういったもの、ある程度、オープンに丹波市のマップ
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を表現していて、人が書かれていたり、動物が書かれていたりしているの

ですけれど、ちょっとすみません、今、資料がないので、お見せできない

のですが、何かそういったもので、何か丹波市の全体像を示しつつ、何か

そこで、こういう教育を実現するみたいなことって表現できたら何か、イ

メージというか、分かりやすいかなと思います。ちょっとこの山だけがど

うしても、皆さん、共通で持っているイメージがないので、かえって伝わ

りにくいかなという印象を受けました。 

 

（委員）          ちょっと聞くのですが、パブコメのときに、この図を全部並べていくと

いうことはできへんのかな。どうやったかな。分かりやすい説明、読み手

が分かりやすいやつであるということになっとるのやけど。ここで決めか

ねるやつをパブコメでどうですかというのは問えへんかった。どうやった

か。 

 

（事務局）         今、委員さんが言われたのは、パブコメで選んでもらったらどうだとい

うような意見だったと思うのですが、やっぱりそうではなしに、パブリッ

クコメントはあくまで原案に対して、どう思われるか、意見を言ってもら

う場ですので、そこに選んでもらうというのは多分ないだろうなと考えて

おります。 

 

（会長）          そのほか、いかがでしょう。 

 

（委員）          結論からいうと、僕このホチキス留めの１枚目の原案に賛成しています。

いろいろなご意見があると思うのですが、僕の中で整理しているのは、ま

ず、一番後ろの山もしくは雲や太陽が一切ないものがシンプルで見やすい

のは、それはもう僕も分かっているのですけれど、そこにちょっとした柔

らかさとかイメージを添えようという方針で入ったと思うので、何かしら

のものがあったらというのが一つです。 

              僕も、前回のときには、太陽のほうがいいなとちょっと思っていたので

すけれど、前回も先ほど事務局から説明されたように、雨なら麓まで水分

というか、水が流れついてというのは、なるほどな、と僕は納得していて、

そこはもう雨でもいいかなと思っています。 

              先ほど、委員が理念とか方針がちょっとごちゃごちゃして、はっきり見

にくいという意見も確かにあるかなと思ったのですけれど、それを２４ペ

ージからずっと理念はこれで、方針はこれでというふうにしてあるので、

ざっと一目で分かるようにしたものが体系図と思っているので、これはこ

れでよいかなと思っています。 

              先ほどの２４ページの、今日、事務局が提案してくれた図も、この山や

雲や太陽もそうなのですが、こういう形にすると、受け取り方がたくさん

あって、こっちの意図が伝わらへんというデメリットもあるかもしれない

のですけれど、いろいろな受け取り方をしてもらえるというのもメリット

やと思うし、こういう理由で、こういう発信をしていますというのが、い

ずれ伝わることというかなと思っていて、ちょっと柔らかさや遊び心を取

り入れるというのがあるのだったら、この事務局提案でいくのがよいかな

と、個人的には今、思っています。 

 

（委員）          今、言われました、その２４ページのこの図案ですね。このぱっと見た

ときに、正直に言いますけれど、理解しにくいのです。どう関係するかと

いう。この図案を理解している人は分かるかもしれませんが、その中に、

この手のひらの絵とかありますね。これも混ぜたらどうなのですかね、中

に。ということは、これを入れることによって、後ろのあれとイメージが
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下がってくるという気がするのですが。この間に入れると。大きさも変え

て。このそれぞれの基本方針の手のひらの葉っぱとか、いろいろあります

ね。全ての人が自分らしくいきる、まとめたやつは。学校の絵とか、そう

いうのは入れたほうがいいのじゃないかなと。分かりやすいと思いますけ

れども。 

       ２４ページの中に入れることによって、この後、イメージが下がってく

るという気はしますけれど、私は。 

              それと、今さっき山の話、出ましたけれども、山にこだわらないのであ

れば、波紋ですね、波紋。丸。真ん中が基本理念で、それからずっと上が

っていくようなイメージにすれば、僕は分かりやすいのじゃないかと思い

ます。もちろん、ちょっとした図案も入れながら、と思います。 

 

（会長）          ありがとうございます。 

              新しい意見が出ました。デザイン案が今、出てまいりましたけど。 

              そのほか、どうですか。 

 

（委員）          この改定案、今日の話合いの中で、決まったら、もう決まったものでい

いと思うのですが、要するに、本紙で、図で示してしまうと、概要版はそ

れを使わないといけなくなってしまいますよね。こどもたちが読めるよう

なバージョンをつくる場合によっても、やはり本紙に載っているやつは変

えることはできなくなってしまうと思うので、ちょっと今、今日、詰め切

れないのであれば、やっぱりシンプルなほうに一旦、置いておいて、概要

版をつくるときに、どう図案化するかということをもう少し検討いただけ

たほうが、やっぱり誰が読んでも、目指す姿のイメージというか、分かり

やすく表現されているもののほうがいいし、やっぱりもう少し丹波市らし

さみたいなものを、絵で示すであるのが欲しいなというところは、ちょっ

と委員としての意見です。 

 

（会長）          委員の言われたように、丹波市らしさというのはどういうところなので

すか。多分、事務局側もそれが分からないと思います。丹波市らしさは、

言葉としては分かるけど、多分、委員さんがもうちょっと具体的に言わな

いと、だって、脳みそ一緒じゃないので、委員さんの思う丹波市らしさっ

て、そのキーワード感をもうちょっと出さないと、事務局がちょっとイメ

ージできないと思うので、もう少し詳しい説明をしてもらっていいですか。 

 

（委員）          私のイメージでは、先ほど説明したものが具体的な提案なのですけれど、

これ教育委員会がつくられたので、よくご存じだと思うのですが、ＴＭＫ

というボードゲームは丹波市のフィールドをマップにしてつくられたもの

です。アイコンのように、丹波市のそれぞれの地域、あれ多分、山も書か

れていたり、川も書かれていたり、動物も書かれていたりしていて、すご

く丹波市の表現できていると思っているのです。ああいった中に、人が活

動している姿とか、何でしょう、学校でこどもたちが学んでいる姿とかも

表現されていて、まさにこの基本理念から基本方針の取組が、こういった

形でこの丹波市の中で、まさに人の真似をするみたいなところが絵として

示せたら、すごく分かりやすいなと思っていて。だから、学校では子こど

もたちが学ぶ、先生たちもいきいきこどもたちに教えています。そのほか

の地域とこどもたちがまちを歩く姿もあったり、大人だけで活動していた

り、学びを楽しんでいる姿もあるみたいな、絵で示す、真意を絵の中でち

ゃんと示すということが、丹波市らしさというか、これが丹波市の教育が

示そうとしている理想的な姿を示してあげたほうが分かりやすいのかなと

いうところです。もっと具体的に、ちゃんと人が登場して、どういった取
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組が行われているかみたいなところも絵で示せば、分かりやすいのかなと

思っています。 

              ちょっと私が、すみません、そんなものです。ちょっとまたもう少し分

かりやすく説明できればいいのですが、そのようなイメージです。 

 

（委員）          委員がおっしゃった、その丹波市らしさという、非常に重要やなと思っ

ています。ＴＭＫの地図であるとか、そういうのも活用できるだろうな、

そういうイメージがつくれる写真であるとか、その活動の様子がというの

も大事なのだろうなと思うのですが、その地図と体系図が僕の中でリンク

しなくて、どうも同じようには結びつかないのです。それを体系図にどう

使おうかと言われると、ちょっと私の中ではイメージがつかないというの、

実は正直なところもあります。体系図でどうしても、山であるとか、何か

いろいろ表し方があると思うのですけれど。それで、この体系図は体系図

として置いておいて、先ほど言われた委員さんのようなご意見については、

また違う表し方、概要版、地図を基に、こういう活動をしていますよ、み

たいなところはできるのかなと。その計画の中にも写真等かなり盛り込ん

でおりますので、そういうのを活用しながらできるのじゃないかなという

のは思いました。 

              あと、その体系図の話で、委員がおっしゃった中で、私も山でも、山も

いいだろうなと思っていて、最後のページで、３ページとダブると。重複

するというところが、１点だけ、私、実は引っかかっていたところが、大

切にしたい視点から目指す姿にだけ視点をずっと全部にもつながっている

のだろうなと思ったので、そこを大本で、そこで終わりじゃなくて、そう

すると、山を、雨を降らせて全部に染みわたるという、事務局がおっしゃ

ったほうが、私としては腑に落ちるというか、イメージとしては、そのと

おりかなと思ったところです。 

 

（会長）          今、委員がおっしゃったことと、僕、似ているのですが、委員の言って

いるＴＭＫも、私、見たことがあるから分かるのですよ。確かにすごい丹

波市らしいなと。地図がデフォルトで書いてあって、すごくいいものだと

思うのだけれど、あの体系図にどう持ってくるかというの、ちょっとそこ

のイメージではすごく難しくて、だけど、分かるのですよ。ああいう挿絵

があると、何か丹波市でいろいろなところで、いろいろな人がいろいろ、

わいわい、わいわいというのもあれですけど、やっているという、多分、

さらなる視覚的な、サポート的な意味でＴＭＫっぽい、あれは版権で使っ

ていいのか分かりませんけれども、ああいったものがあると、分かりやす

さもあるけど、ただ、体系図は多分、こっちが山だと僕は思いますね。や

っぱりここは、やっぱりあくまでも、何となく全体の体系を分かりやすく

するというところが重要だと思います。ですので、私としてはちょっと悩

ましいところはあるのですけれども、やはり図のほうがいいのではないか

というご意見もありますので、どうでしょうか。今回、２８ページのとこ

ろを図で持ってくるのか、もしくは最初のほうに委員がおっしゃったよう

に、この２８ページのほうはこっちの、今日、新しく出てきたものを持っ

てきて、４章ぐらいのところにこの図でぱっと見せるという、そういうの

がいいのか。どっちがいいでしょうね。私はどっちでもいいのですけれど

も。でも、丹波らしさですね。どうでしょうか。委員のご意見も踏まえて、

この基本計画１０個がちゃんと載っているものをこの２８ページ持ってい

って、パブリックコメントでご意見を承るという方向でどうでしょうか、

この場は。よろしいですか。 

 

                       （「異議なし」の声あり） 
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（会長）          ありがとうございます。 

              では、２８ページの図は、今日新たにとじられているこの１０個の施策

の入ったこの提案の原案をこの２８ページに差し込んで、パブコメに出す

ということで、よろしいでしょうか。 

 

（事務局）         すみません、先ほど委員さんの言われた意見なのですが、ここに入れて、

後ろにも入れるということではなくて、１０の施策を書くのであれば、こ

こ、２８ページじゃなくて。３１、じゃないですかという意見だと。 

 

（会長）          今の、すみません、冊子で配られているほうの２９ページ、３５ページ、

１ページずつ繰り上げて、３０ページにこれを入れる。 

 

（事務局）         第３章の最後に入れてはどうかというところ。 

 

（会長）          というところで、どうでしょう。よろしいです。取りあえずそれでパブ

コメに出すということで。そうすると、基本施策のほう、見開きになるの

で見やすくはなります。 

              では、そういうところで進めさせていただきたいと思います。ありがと

うございます。 

              それで、よろしくお願いします。 

              ちょうど１時間ぐらいたちましたけれども、少しお休みされますか。こ

の後が、今日のちょっとメインディッシュに入ってくるので、少し５分ぐ

らい、ちょっと休憩していただいて、委員、いろいろ出していただいてい

ますので、補足説明はできるように。 

 

               （休憩） 

 

              （３）基本施策・基本計画について 

 

（会長）          それでは、基本施策・基本計画について、事務局からご説明をお願いい

たします。 

 

（事務局）         素案冊子の２９ページから４１ページ、やっていただくことになります。 

              前回、審議会でご意見いただいた箇所につきましては、事務局で見直し

まして、赤字で表記しております。また、基本施策のピクトグラムですね。

今のページで、２９ページ、３０ページのところなのですが、ここのピク

トグラムにつきましては、主なものに絞っておりまして、事務局でも再確

認しております。前回は審議時間が少し少なかったので、改めてご確認い

ただけたらと思います。 

              また、３２ページ以降の基本施策につきましても、審議時間が前回足り

なかったところではありますので、その中ででも、いただいた意見につい

ては赤字で直してはおりますが、各施策が載っております３２ページ以降

の表題となっているところ、ここのピクトグラムの配置につきましても、

結局、読みにくいというようなご意見を受けまして、今ちょっと変えてい

ますのは、５つのピクトグラムを全部載せまして、該当するところに色の

ついたピクトグラムを置いております。ちょっと印刷の加減で見にくいと

ころがありますけれども、どのピクトグラムがどういった意味を持ってい

るかというのは、やはりちょっとページをめくってみないと分からない部

分はあるのですけれども、５つの方針のうちに、こういうところが何個、

該当しているのだなというところはイメージしていただきやすくなったの
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かと思っています。 

              このページ、各計画、主な取組につきまして、それぞれの委員さんの立

場から思うところをご意見いただけたらと思います。お願いします。 

 

（会長）          それでは、少し分けてしたいと思いますけども、まず、第３節の基本施

策ですね。こちらについて何かご意見等、ございますでしょうか。 

 

（委員）          ２９ページに、下に括弧書きで、いわゆる行政の関係で条例とか云々書

いてあるのですが、これは追加したと思います。説明をおっしゃっていか

んなんですか。この２９ページ、下括弧のありますね。これを入れるので

すかね。 

 

（事務局）         前回のところから追加したところになります。こちらにつきましては、 

丹波市のほうでは、職務権利の特例に関する条例というものを基にしてお 

りまして、記載していますとおりに、スポーツに関すること、ただし学校 

における体育に関することは除かれますけれども、そちらと、文化に関す 

ること、ただし文化財の保護に関することは除くというところではありま 

すが、この２項目につきましては、市長が管理し、また執行するというと 

ころの部分になっておりますので、一部記載を省略していますという注釈 

を今回、入れております。 

 

（委員）          個別に意見書というものをお伝えしている部分です。最初のページです

ね。気になっているのは、計画の中身に関するところですね。今回、具体

的に計画の施策とかの部分、２９ページ以降になるのですけれども、現在、

丹波市が取り組まれているコミュニティー・スクールに関する表現が一切

ないということがちょっと気になっています。コミュニティー・スクール

自体は今、全ての学校に動員は完了しているとは思うのですが、その実際

の運用に関しては、またこれからもっともっとやっていくところがあるの

かなと、私自身は認識している部分です。なので、そのコミュニティー・

スクールや、あと学校教育においては、新しい学習指導要領の基本理念に

示されている「社会に開かれた教育課程の実現」というのは、ここはもう

セットだと私は思っているのですけれども、やっぱりこのあたりの表現は、

今、丹波市が取り組まれている教育を踏まえると、どこかには入れるべき

なのかなというのは、考えているのです。 

              地域学校協働活動のほうは、たしか社会教育ですか、推進のところに触

れられていると思うのですけれども、コミュニティー・スクールに関して

も、社会に開かれた教育課程の実現と、地域学校協働活動の一体的な推進

に関して、どこか記載をしていただきたいと。本案を見ているので、こう

いったものがやはり必要なのかなと思っていますが、いかがでしょうか。 

              以上です。もうちょっと喋ります。すみません。 

              具体的な施策として、基本施策の中にも、多分、入るとしたら、２番目

の施策になるかなと思うのですが、社会に開かれた教育課程を実現するカ

リキュラム、マネジメントの推進ということを、これは恐らく国のほうで

も出てくる部分かなと思っています。これ、主に学校教育に関わる部分だ

と思うのですが、ただ、これを地域と連携して行っていくというところは、

今、示されている部分かなと思います。 

              また、基本計画の部分に関しても、学校教育自体が今、地域と一緒に連

携してやっていきましょうということが大事にされていて、コミュニティ

ー・スクールという、学校協議会、多くの地域がこの協働活動に推進して

いきましょうということも示されてくる部分で、そこも学校教育の中に含

みを持たせるというか、入れてもらうということが重要かなと思っていま



 

- 17 - 

す。 

 

（会長）          いかがですか。事務局としては。 

 

（事務局）         委員さんのご意見をお聞きいたしまして、実は今日の審議内容にはない

のですが、第２章の第２節、２１ページのところ、こどもまんなか社会の

実現のところにコミュニティー・スクールと地域学校協働活動の一体的な

推進という文言を今回、入れさせていただいています。 

              施策のところにということも考えたのですが、どこに入れていくのか、

考えたのですが、ここは学力というところ、広い意味での学力ですが、に

ついての施策を置きたいというところで、施策の中身としては、たんばふ

るさと学や、アントレプレナーシップ教育というところに地域の教育支援

を生かしてとか、学校・家庭・地域と連携して、こういう能力を育成して

いきたいという書きぶりにさせていただいたというところです。ですので、

ちょっと説明が足りなかったのですが、２１ページのところの文言を変え

ていますので、少し確認いただけたらと思います。 

 

（委員）          ご説明、ありがとうございます。２１ページのところに載せてもらった

ということで、この視点は重要かなと思うのですが、やっぱりここの具体

の施策のところにとか、計画のところに入れていただいても、まずいのじ

ゃないかな、ちょっと。やっぱり改めて思います。 

              こういった、たんばふるさと学を実施していくとか、アントレプレナー

シップ教育を実施していくに当たって、コミュニティー・スクール、活用

していくわけですよね。学校で、協議会で諮るわけですよね。学校がこう

いうことをやりたいということを。そこを書かないと、これだと学校が一

体教育、もう全部、地域の人、協力してやってくださいねという話に見え

てしまうので、そこは学校と地域がちゃんと協議をして、それを具体的に

たんばふるさと学という手段、アントレプレナーシップ教育というもの、

手段を活用してやっていくということになると思うので、せめてコミュニ

ティー・スクールは、計画の中にもちゃんと入れてほしいなということで。

いや、その方向で。私は丹波市さん、それ力入れてやっているという認識

をしているので、何か入れないともったいないのじゃないかと、逆に思っ

たところですが。 

              そうなると、２番の部分、基本計画の２の部分に入るのかなと思ってい

ます。ちょっと文章を少し、空白もあるので、上のほうの、写真の横のと

ころ、コミュニティー・スクールのことを入れるぐらい、スペースは余っ

ているのかと思っているのですが、どうでしょうか。若干、ほかの委員さ

んからのご意見とかいただきたいと思います。 

 

（会長）          今の件について、ほかの委員からご意見ございますか。私の意見はある

のですが、後で言います。今の件については。 

              ちょっと事務局に一つ確認なのですけれども、コミュニティー・スクー

ルを全校にもう設置完了しているのですよね。丹波市の場合は。というこ

とであれば、これは私の考え方なのですけれども、コミュニティー・スク

ールって、要はコミュニティー・スクールをベースにした何とかだと思っ

ているのですよ。ふるさと学とか。例えば、小中一貫とか。全部コミュニ

ティー・スクールがベースになっている話なので、要は何が言いたいかと

いうと、基本計画の中に特段のコミュニティー・スクールという言葉を入

れずとも、コミュニティー・スクール前提の教育というところの私はニュ

アンスなので、教育政策というのは考えていますので、今、事務局からご

説明あったように、第２章のところに今、それが書いてあるのであれば、
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特段、施策のここには入れる必要がないのかなと。というようなところが

私の考えではあるのですけれども、それ以外にもいろいろな、入れたほう

がいいというご意見もあるでしょうし、ほかの委員の皆さんはどう思うの

かというのをちょっとお聞きしたいなと思っているところです。今のが私

の意見です。会長としての意見ではなく、委員の一人としての意見です。 

 

（委員）          私、結構コミュニティー・スクールの支援なども実は入らせてもらって

いるので、やっぱりとても感じているのは、コミュニティー・スクール、

学校協議会、入っている人はよくご存じなのです。コミュニティー・スク

ール。まさに当然そうだと思います。 

              ただ、一方で、当事者になり得るであろう保護者の方とか、地域の方と

いうのは、まだまだコミュニティー・スクール、ご存じではない。何やっ

ているか分からない。知らないというところもあって、やっぱりそういう

ような状態であると考えたときに、ベースとしてコミュニティー・スクー

ル前提にやっていくということは、当然、今もされていると思うのですが、

まだまだコミュニティー・スクール自体の認知がされていない状況の中で、

やっぱり計画の中にちゃんと、こっちの基本計画の中に、もしくは基本施

策の中に、やっぱり表現していったほうがまだいい状況なのかなと、丹波

市においては。コミュニティー・スクールというのをやっているのだわ、

それをベースにやっていくのだなということをしっかり示したほうが、せ

っかくもうやっていらっしゃるので、それをもっと認知してもらうために、

しっかり載せていく必要が、現状でまだあるのかなと思います。 

 

（会長）          そのほか、ご意見ありますか。 

 

（委員）          もっと古い話になるのですが、その意見を提示したときに、ちょっと疑

問に思ったことを１回、提示したことがあるのです。それ、いわゆる学校

に協議会、入っています。コミュニティー・スクール入っているのですけ

れど、これ委員長も務めたわけですけど、その中で、学校長が出してくる

単年度の基本的な方針というものを承認するとなっておるのですけが、こ

の振興基本計画とどうマッチしてくるのか、ちょっと分からへんのです。

いつも提案されるのですが。そういうようなことで、そういう意味におい

ては、施策の部分に何か入れといたほうがいいのかなと思ったりするわけ

ですけれども。とにかく、学校運営協議会でこういう方針、出しますとか、

ここの学校、出します。承認をいただけますかということになりますので、

そのときに、この振興計画とどう一致しているのかということが全然分か

らなくて、そこの学校の運営方針だけが続いてきているのか。大きいとこ

ろなんかは、変わったのにそのままになっているのか、ちょっと判断でき

ないような、というようなことで、何か施策で入れられたほうがいいかな

と思ったりするのですが。 

 

（会長）          そのコミュニティー・スクールという文言を。 

 

（委員）          はい。 

 

（会長）          なるほど。 

 

（委員）          というのは、コミュニティー・スクールで、運営協議会で、結局、学校

長が出してくる単年度の基本的な方針を承認するわけなので。いうことに

なっていますので、そういうようなことから考えたら、言うように施策に

入れるかどうか分かりませんけど、いわゆる２１ページ、そういうことが
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入っていますよという理解をしたらかまわん方向なのかもわかりませんけ

れど。 

 

（会長）          そのほか、いかがでしょうか。 

 

（委員）          コミュニティー・スクールの件なのですが、さっき会長が言ったように、

そのコミュニティー・スクールありきでの協議を進めているというのが現

状です。ですので、今、委員がおっしゃられたように、基本計画、確かに

まだ十分、周知されていないものがたくさんあると思っている、私も思う

のですけれども、委員がおっしゃったように、校長が示す学校計画みたい

なものを承認していただいたり、相談したりとか、あらゆる面において、

学校運営協議会で何とかしたいなと思いますので、そのコミュニティー・

スクールという言葉を施策の中に入れるとすると、何番に入れたらいいの

やろうなとなってくる。どこにも入ってくる、正直。この中の幾つかのと

ころにやっぱり関連してくる。入れることによって、コミュニティー・ス

クール、学力のことだけになるのかとか、逆にそういう捉え方をされるお

それもあるのかなと私は思います。実際、全体にいろいろな、安全面だと

かいろいろなところに関わっていただきますので、その辺は示し方として

難しいなと。一つの項目だけに入れるとなると、どこに入れるのかなとい

うのは私自身、非常に悩むなと思いますので、その２１ページに示された、

全体としてそうなんやというほうがいいのかなと思っている次第です。 

 

（会長）          ありがとうございます。 

              そのほかにご意見ありますか。 

 

（委員）          丹波市のコミュニティー・スクールの設置に当たって、事務局にいたと

きに関わっていたのですが、設置、広げていく段に当たっては、この基本

施策の中のどこかに明示していけば、あってもいいと思うのですけれど、

今の段階は、その次のステップということで、ここは委員が言われたよう

に、もう前段で触れられているということで、全ての施策に関わっていく

と皆さん、捉えてもらうほうがいいのかなと、私自身、今の段階としては

思います。 

              ただ、委員が言われたように、まだまだ十分認識していただけていない、

活用できていないというのはあると思うし、それから、委員が言われたよ

うに、学校の運営方針の中に、ちょっとつながりが分からないというとこ

ろは、それは学校長が示す学校運営方針を工夫するということが大事です。

僕自身はそうして、委員の皆さんには見ていただいているつもりですし、

そういうところで解決できるかなと。ただ、具体的にこの中に入れるとな

ると、ちょっとやっぱり難しいなと思うので、前段で触れていただくとい

うのが、今としては一番、適切かなと思います。 

 

（会長）          ありがとうございます。 

              そのほか、ございますか。他の委員さんでコミュニティー・スクールに

関わっている人っていらっしゃるのですか。 

 

（委員）          一委員として今も入っております。いろいろと運営協議会でやっており

ますので、私も話は聞いておりますけれども、今、ここの施策として考え

られるのは、もう前の２１ページで出ておりますので、それを基にしてや

っていけばいいという感じで思っております。だから、わざわざこの基本

施策の中に一つひとつ入れていく必要はないのではないかなと思っており

ます。学校差はあると思います。市内の中で、どこまで進んで、同じよう
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な線で進んでいるとは限りませんので、それは大なり小なりあると思いま

すけれども、その辺はこれから５年、１０年かける中でやっていけるので

はないかと思っております。私の関わっている学校の場合は、ある程度、

進めていっておりますので、その点ではありがたいなと思いながら、振興

会のほうとしても協力していこうという形で今、進めております。 

 

（会長）          ありがとうございます。 

              そのほかにありますか。どうでしょうか。さっき２１ページにはコミュ

ニティー・スクールという言葉が入っていますので、それを前提にして進

めているというところで、この箇所については特段入れないと。入れにく

いので、もうというところで、いかがでしょう。 

 

（委員）          皆さん、議論していただいた上での結論が出たと思いますので、そちら

で大丈夫です。 

 

（会長）          ありがとうございます。 

              それ以外に、この第３節の文言や、ところで、何かございますか。前回

もここは議論したところになりますが。 

              ないのであれば、やっぱりちょっと前回、薄くなってしまった第４章の

ほうに行きたいのですけれども、第３節は、事務局のご提案の原案のまま

でということでよろしいでしょうか。 

 

            （「異議なし」の声あり） 

 

（会長）          ありがとうございます。 

              では、第４章に入りたいと思います。見開きページずつ、少しずつやれ

ればいいかなと思っていますので、まず、１と２ですね。３２ページと３

３ページです。こちらについて、ご意見等ございましたらお願いします。     

前回も、今回も委員からいろいろご意見出してもらっていますけれども、

何か追加であればお願いしたいのと、ほかの委員からもご意見等あれば、

お願いいたします。 

 

（委員）          ちょっと気になっているところもあり、一つだけ。後半、この５章にも

関わってくる部分で、戻ってきてしまう部分になるかもしれないので、ち

ょっと１個、気になっているのが、この意見書の中で、私、入れさせても

らっているのですが、今回、大事にしたい考え方として、こどもまんなか

社会というものの実現というものを掲げていらっしゃると思います。 

              ただ、その現状、こどもにこういう周りをつくるみたいな、環境を充実

させたいという思いはとても伝わる中身になっているのですが、こども自

身が意見を聞き出すとか、こどもの意見を聞くみたいなところは、やや足

りないのかなと思っていて、全体的に。またそれは５章のほうでも付け加

えてもらっているのかもしれないですが、その辺の視点を皆さんと、もう

一回、改めて振り返りつつ、議論していきたいなと思っています。何でこ

ういうことを言うかというと、もともとこの教育振興基本計画の審議会の

諮問の中で、七つ項目があったのですが、７番目、最後の項目に、ちょっ

と読み上げますと、「こどもたちが、身近な課題について大人を含めた他

者と協働しながら解決する経験を積めるよう支援するとともに、教育に関

する計画策定や施策推進において、当事者であるこどもからの意見を聴き、

対話を行う取組について」ということが書かれているので、ちょっとこの

部分をどう具現化するのかみたいなところが、まだ視点が足りないかなと

いった感じでいます。 
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（会長）          ５章と関わるところがあるので、また後ほど、少し掘り下げて議論して

いきたいと思いますが、そのほかはいかがですか。 

 

（委員）          この、いわゆる作品タイトルが、これ絵を使ったこの経過なのですが、

これを選んだ経過を説明してほしいのやけど。どういう作品募集して、ど

うやとか、そういうことをちょっと伝えてほしいのですが。作品、何かの

作品募集をして、それでやっていることだ思いますのでね。 

 

（事務局）         こちらにつきましては、丹波市の総合計画、こちらのほうも策定を進め 

ているところでして、若干そちらのほうが速いペースではあるのですが、 

その中で一緒に進めさせていただきました。総合計画のほうでも使います 

し、教育振興計画のほうにも使わせてもらいたいというところで、小中学 

校の児童生徒のみなさんにお願いしまして、募集しました。 

              テーマとしましては、丹波市のまちであったり、こうなってほしいとい

うこどもたちの思いだったり、こういうことがあったらいいな、というよ

うな作品を書いていただくようお願いをしたというところでございます。 

              応募数につきましては、具体的に覚えていないのですが、大変多くのこ

どもたちにご協力いただきました。その中から、今回は抜粋して使わせて

いただいております。 

 

（委員）          了解しました。いわゆるこどもさんが目指す丹波市がこの画面に映って

いるという解釈でいいわけですね。はい、分かりました。 

 

（委員）          前回、既にたぶん質問を挙げているのですが、４章以降で用いられてい

る写真のキャプションの表現が、ちょっと今のままでは微妙かなというと

ころが印象を持っています。これ写真の、何というか、説明をしていただ

いたので、なぜこの写真なのかみたいなところをもう少し、何か表現が必

要かなと思います。 

              例えば、３５ページの健やかな体の育成とスポーツライフの充実、上の

写真は体育祭の様子ですが、ちょっと無機質的な表現。これだったら、あ

えて入れなくてもいいのかなというくらいに思いますし、あと、その下の

えんどうのさやむき体験、何かこれも何を示したいのかみたいなところと

か、あとはここですね。そのあたり、もう少し表現に工夫がないと、キャ

プションわざわざ入れている意味がちょっと伝わりにくいかなと感じてい

ます。 

 

（会長）          なくてもいいのじゃないかという。 

 

（委員）          そうですね。いっそなくてもいいのかなという気はします。 

 

（委員）          ２点あります。一つ目は表題の下にあるピクトグラムの扱いなのですが、

５つを全てつけておいて、色を塗ったところがこの項目で特にという表し

方されていると思うのですけれど、私の中では白の色です。なので、２９

ページ、３０ページ、５ページのとこにあるような、必要なところだけ載

せるというのではいかがかなと。色分けしなくても、別にピクトグラムっ

て本当にシンプルで、その絵がイメージするものが分かるというところが

そもそもだと思うので、カラーで色を変えなくても、黒で必要なものだけ

載せるというほうが２０、３０とも合っていて、いいのじゃないかなと思

いましたのが一つです。 

              それと、二つ目が３２ページの特別支援教育についてなのですが、２９
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ページにあった基本施策の１番の一つ目のところが「特別支援教育の充実」

とあるのです。特別支援教育をどのように捉えるのかなというところがち

ょっと分からなかったので、後のほうに出てくるかなと思ったら、やっぱ

りあったのですけれど、ここでは下の四角の囲ってある中の、一つ目の黒

四角にちょっと説明があるのですが、障がいのあるこどもの自立と社会参

加に向けて、特別支援教育を推進するということなので、特別支援教育イ

コール障がいのあるこどもに対する教育となってしまっているのじゃない

かなと思います。もちろんそうなのですが、障がいのある子だけじゃなく

て、やっぱり支援が必要であると思われる子、もうちょっと広くいうと、

私のところの学校では、全てのこどもたちが自分らしく、よりよく生きて

いけるための支援、それが特別支援教育だと捉えてやっていますし、そう

捉えるほうがいいのじゃないかなというのも思います。ですので、障がい

のあるこどもらを含め、全てのこどもたちがという表現のほうが、これか

らはいいのじゃないかなというのが私の印象です。 

 

（委員）          先ほどの委員さんがおっしゃったところ、私も思うところはあって、３

２ページですね。主な取組の部分の２番目の項目、私、気になっていて、

不登校児童生徒への対応の部分だと思うのですが、若干、何か教育委員会、

学校の中だけで解決するという雰囲気に読み取れる部分もあって、ただ、

丹波市の中には、民間の団体さんとかで、フリースクールに取り組んでい

ただいたり、そういう方もたくさんいらっしゃったりしていて、こういっ

た不登校支援を行っている団体さんとの連携みたいなものもここは表現が

必要なのじゃないかなと感じています。まず、そこが３２ページの部分も

同様なのですが、３６ページの乳幼児の教育・保育の推進に関しても、民

間の団体さんなんかで、自然を生かした乳幼児の教育なんかを取り組んで

いらっしゃる団体さんもいらっしゃいます。今日は欠席されていますが、

委員さんの中でそういった活動されている方もいらっしゃるので、何か公

が提供しているもの以外のもので、乳幼児期のこどもたちの体験だったり、

学びを支えたりというところの団体さんと連携して取り組んでいくみたい

なところも、一つ表現として必要かなと思っています。これは後半、５章

とかに重なってきますが、各関係機関と連携をしていくと、既に書かれて

いる部分もあるので、やっぱりそこはここでも表現していくほうがいいの

かなと思っています。 

              あと、もう１個、ごめんなさい、あと一つです。私、気になっているの

は、社会教育の推進の部分の３７ページに該当するのかなと思っているの

ですが、いわゆる障がい者に対する。 

 

（会長）          委員さん、ごめん。３２ページと３３ページなのですよ、今。だから、

そこはまたやりますので、社会教育の話は。 

 

（委員）          そうですか。第４章の中でといったら、すみません。後ほどで大丈夫で

す。 

 

（会長）          今、委員からそれぞれ３２ページの障がいのあるなしにかかわらず、ニ

ーズ、様々な支援が必要なこどもに対するきめの細かい教育が特別支援な

のではないかというご意見と、不登校児童生徒のところについては、他団

体も活動しているので、そういったやっぱり表現もあったほうがいいので

はないかというご指摘がありました。 

              それ以外で何かございますか。 

 

（委員）          先ほど委員がおっしゃったように、今現在、もちろん手帳がない子でも、
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もちろん手帳が取れない、手帳が取れないがゆえに、手帳を持っていない

という形で見られてしまう。本当は支援が絶対、必要な子たちも増えてき

ています。 

              委員がそういう考えをまずお持ちということで、すごく聞いていてうれ

しかったなということで、そのことが、そのまま、ここの１つ目の黒い四

角のところを書いていただけると、障がい持っている子であったり、障が

いの子を持った保護者であったり、障がいがあるというのが分かってしま

うのでね。そういうことでは、障がいって書かれてしまうと、読んだだけ

でも、ちょっとマイナスなイメージを持ってしまうので、本当に委員がお

っしゃるような言葉にしていただけると、すごくうれしいなと思います。

すみません。 

 

（委員）          委員が写真のこと言われたのですが、ちょっと僕、質問なのですけれど、

３２ページのこの２枚目の写真を使っておられる意図がなかなか自分の中

で、ここでトライやるウィークの活動写真かという、ちょっとしっくりき

ていなくて、自分だけかもしれないので、意図みたいなものを教えてもら

えたらと思っています。 

 

（会長）          ありがとうございます。 

              では、今、文言の話と、あと写真のお話が出てきましたが、そのあたり、

ちょっと事務局、いかがでしょうか。 

 

（事務局）         失礼します。いただいたご意見について、まず３２ページの特別支援教

育の推進についてですが、項目のところで「特別支援教育の充実」という

ふうに書かせていただいて、主な取組のところで、「障がいのあるこども

の自立と」という表現にさせていただいています。 

              実際、学校には多様な背景のある子がいて、様々な支援が必要な子がい

ることが十分、把握しておりますが、特別支援教育ということの言葉は平

成１９年に出された特殊教育から特別支援教育になったときの通知の中に、

特別支援教育は、「障がいのあるこどもの」という表現がありますので、

そういう例規的な障がいのあるこどもの支援という意味で使わせていただ

いています。 

              ２点目、不登校の児童生徒の教育機会の確保ということで、非常に必要

だと思っておりますが、このページに関しては、学校教育の推進という項

目でありますので、学校の中の支援の充実ということを書かせていただい

ています。 

 

（事務局）         ３２ページの写真は、委員さんがおっしゃるとおり、トライやるウィー

クでいうと、本当は２にこのような施策としてはふさわしいのかなと思う

のですけれど、園児のほうから見ても、中学生が来ることでという心の教

育の部分もあったり、こどもの触れ合ったりというところで、入れたとこ

ろがありますので、ご指摘を踏まえ、見直したいと思っています。 

 

（会長）          今、事務局から回答がありましたけれども、それを受けて、いかがです

か。 

 

（委員）          私は不登校の支援の取組について質問させていただきました。ここは学

校教育の部分だからと説明をいただいたのですが、その辺、そのまま理解

できたかというと、ちょっと違っていて、学校教育においても連携してい

くということは必要かなとは思っているので、逆にそういう民間で行われ

ているフリースクールに対する支援とか連携みたいなところは、どこに入
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るという認識なのか、逆に伺いたいです。 

 

（委員）          解釈の仕方のところもあると思いますので、表現はこのままであったと

しても、私個人としては、本文の２行目にある「など、複雑・多様な教育

的ニーズのあるこどもたちに対して」というところを大事にしながら教育

活動を進めていきたいと思いますので、このままでもどういうことはない

です。 

 

（会長）          それでは、委員のご質問について、いかがでしょうか。 

 

（事務局）          一応、不登校だけに限っていないのですが、主な取組の一番下の四角

に、「多様な教育的ニーズのあるこどもが早期から卒業後も切れ目ない一

貫した支援を受けられるよう関係機関の連携による相談・支援体制の充実

を図ります」というところで、関係機関との連携に触れていますので、不

登校に特化して書かなくてもいいのかなと考えます。 

 

（会長）          なるほど。 

 

（委員）          分かりました。オーケーです。 

 

（会長）          ありがとうございます。 

              あとは、ピクトグラム。これはちょっと後にしましょう。全体を踏まえ

てにしましょう。３３ページは大丈夫ですか。特にご意見、特段、受けて

いませんけれども。なければ、次の見開きに行きたいと思います。 

              では、この３２ページ、３３ページについては、ちょっとピクトグラム

以外は事務局の原案どおりということで、次に進みたいと思います。 

              では、３４ページの３番、３５ページの４番ですね。この項目について、

ご意見等ありましたら、お願いいたします。 

 

（委員）          ３４ページの主な取組の最後ですね。ここに防災教育と安全教育という

ところありますが、防災教育は私、分かるのですが、安全教育という言葉

をあまり聞き馴染んでなくて、どういった教育を指しているのかというこ

とを、まずそれ以外の表現のほうが分かりやすいのかなと感じています。 

 

（会長）          いかがでしょうか、事務局。 

 

（事務局）         学校において、安全教育、実際に行っています。交通安全とか災害安全

とか、いかんして、学校の安全教育の大部分としては、安全管理とこども

たちへの安全教育というのを行っていますので、内容については、委員さ

んから。 

 

（会長）          お願いします。 

 

（委員）          防災教育、安全教育、一般的にもうずっと、文科省も使われている文言

ですので、このままでもいいと思います。実際、最近ですか、防災教育・

安全教育の調査もありましたので、一般的なものだと思います。 

 

（会長）          いいですか。 

 

（委員）          ありがとうございます。交通安全教室だとかだと分かるのですが、何か

安全だけが出ていると僕はちょっと正直、でも、よく使われている言葉と
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いうことで大丈夫です。 

 

（会長）          それ以外で、３４ページ、３５ページでありますでしょうか。 

              それでは、ここについても、ピクトグラム以外は事務局の原案どおりと

いうことでしたいと思います。 

              続いては、３６ページの冒頭、３７ページの６ですが、すみません、先

ほど委員の遮ってしまいました。ここになりましたので、ご意見をお願い

いたします。 

 

（委員）          先ほど、すみません、乳児の教育のところを指摘したものの、その後を

教えてほしい。関係団体等とどう連携していくかということと、あと、社

会教育のところ、３７ページに関しては、今度は、いわゆる障がい者に対

する生涯学習というものを今、取り入れもしっかりとやっていきましょう

よということ、これはもう誰一人取り残さない教育を実現するために、い

わゆる学校教育や特別支援教育を卒業した障がい者の方が学び続けていけ

るように支援を行っていくということを、今、力を入れていかなきゃいけ

ないとなっています。そのあたりについては、個別の表現はないかなと思

っているのですが、どのようにお考えか。載せる必要があるのかどうかも

含め、皆さんとちょっと意見を交換したいなと思っています。 

 

（会長）          ありがとうございます。 

              では、事務局、いかがでしょうか。 

 

（事務局）         ２点目の障がい者の生涯学習の推進ということにつきまして、国の施策 

のほうでも言及しているところもございます。丹波市のこの計画におきま 

しては、文言としては直接的な言葉を使っておりませんが、といいますの 

は、障がいのある方ではなくて、ご質問いただきましたように、外国人に 

関することもここに含まれてくるのかなということもございました。その 

中で、今現在、取組をさせていただいている障がい者社会学級であるとか、 

そういった取組も実際に市としてはやっているところもありますが、そう 

いったことも含めて、文言としては、ここの取組の最初、「多様な市民に 

よる」というような言葉で全体を網羅させていただくような形で表現させ 

ていただいたという、これは追加した文言ではありますが、としておりま 

す。 

 

（委員）          ご説明ありがとうございました。今の説明で分かりました。 

              あと、追加でちょっと質問すると、生涯学習のほうは、生涯学習基本計

画も丹波市にはあるということで、そこへも説明みたいなことも、今回、

４９ページにスポーツとか文化に関することも表現してもらっているので

すが、例えばこの第６番目、社会教育の推進の部分に関しては、その生涯

学習基本計画でさらに詳しく書かれている部分もあるのかなと。先ほどの

障がい者の生涯学習も含め、なのかなと思うと、そこの説明文を短くでい

いのですが、入れてもらうほうがいいのかなという。詳しくはそっちの計

画も見てくださいねという表現は必要かなと思いました。いかがでしょう

か。 

 

（会長）          いかがですか。でも、入れるなら、どこがいいのですか。 

 

（委員）          どっちがいいですかね。一遍に２９ページのあたりに入れてもらっても

構わないですし、具体のその教育基本計画のどこかに入れてもらってもい

いし、私としてはどちらでも大丈夫です。 
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（会長）          そのあたりも踏まえていかがでしょう。 

 

（事務局）         同じような議論をちょっと事務局のほうもさせていただいていまして、 

関係性ということで、丹波市では、文化とスポーツに関することについて 

は権限委譲という形で、市長に権限があるということから、２９ページで 

したか、追加の作業をしていきます。 

              ただ、生涯学習の中の社会教育事業に対しての補助執行をしているとい

う関係性もございましたので、一旦は市民の生涯学習活動を支えるという、

そういう書き方を社会教育のことでも少し触れてはいるのですけれども、

さっき申し上げましたように、生涯学習基本計画の中で書かれていること

は、確かにあると思います。 

              ただ、その関係性については、２ページ目ですか、第２節の計画の位置

づけの中で、生涯学習基本計画と連携を図っていくというところで、表記

はしておりましたので、あえて２９ページのところでは、表現しなかった

ということでございます。 

              もし、分かりにくいということであれば、表現を見直すということはあ

りますけれども、一旦、計画との連携といいますか、位置づけについては、

ここで押さえさせていただいているというところです。 

 

（会長）          いかがですか。 

 

（委員）          ご説明ありがとうございます。そうですね。その上であったほうがいい

のかなと、委員として、意見として述べさせていただきます。 

 

（会長）          この件については、引き続き、ご検討ください。 

              あと、幼児教育における、ほかの外部団体との連携や関係についてはい

かがでしょうか。 

 

（事務局）         失礼します。乳幼児期の教育･保育の推進ということで書かせていただい

ておりますが、現在、丹波市においては、丹波市立の幼児教育施設があり

ません。ですので、ここに書いてある内容は全ての乳幼児の教育施設を対

象とした書きぶりにしております。市として、このような形で推進してい

きたい、支援をしていきたいということを書いているつもりです。 

 

（委員）          分かりました。大丈夫です。 

 

（委員）          すみません。この中に書かれている文言の中で、上から４行目なのです

が、「しかし、社会の変化などにより乳幼児期のこどもの生活経験が不足

しているといった課題もあり」という、課題はこれ、生活経験の不足だけ

ではないので、「など」とか「等」とか、そこら辺、ちょっと入れていた

だければ、生活経験だけの不足でこうなって、それが一つしか課題がない

ような感じに捉えられるので、「など」を入れていただければなと思いま

す。 

 

（会長）          入れるなら、「生活経験など」。 

 

（委員）          「生活経験が不足しているなど」。 

 

（会長）          「など」、「不足しているなど」。 

              いかがでしょうか。事務局。では、「不足しているなどといった課題も

あり」と修正をお願いいたします。 
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（委員）          それと、すみません、５歳児と小学校の１年生がかけ橋期になっていま

すね。そのかけ橋期の文言とかは、もう入れなくていいのでしょうか。そ

れから、かけ橋期のカリキュラムも作成しておかなければいけないという

のを、この間、施設長が聞かせてもらったことがあって、そのかけ橋期と

いうのが、すごい重要になっているのじゃないかなと思うので、その辺の

ところで文言とか入れなくていいのかなと思ったので、すみません。 

 

（会長）          はい、お願いします。 

 

（事務局）         かけ橋期という文言について、文科省が使用しておりますが、２つ目の

項目で、「保育教諭などと小学校教員が両者の教育についての理解を深め、

学びの連続性を重視した円滑な接続を行います」ということで、内容を記

載しているので、あえて、かけ橋期という文言を使わなくても、十分だと

考えております。 

 

（委員）          分かりました。 

 

（会長）          大丈夫ですか。分かりました。 

              それ以外、ございますでしょうか。 

 

（事務局）         先に言っておきます。写真のキャプションが漏れております。 

              １・５交流会「１年生と５歳児」です。園児と小学校１年生が交流する

という大切なことを、こうやってやっている様子を載せさせていただきま

した。 

 

（会長）          ありがとうございます。 

              そうですね。一つ、全体にかかるとしたピクトグラムをどうするかとい

うこと、キャプションも入れる、入れない。入れるとしたら工夫、この辺

りは全体になったときにお願いします。 

              それでは、３６ページ、３７ページについては。 

 

（委員）          １個だけいいですか。 

 

（会長）          はい、どうぞ。 

 

（委員）          すみません。３７ページになります。文章中ですね、上の。ウェルビー

イングでやっている表現があると思いますし、「ウェルビーイングの向上

を図ります」と書かれているのですが、これ、基本方針の検討をするとき

に、「地域のウェルビーイングも」というところが書かれていたと思うの

で、ここは「市民と地域のウェルビーイングの向上を図ります」という表

現がいいのじゃないかと思います。 

 

（事務局）         今、おっしゃいましたように、ここに「地域」と入れさせていただきま 

す。ありがとうございます。 

 

（会長）          「市民・地域」それでは、確認をします。 

              ３６ページについては、「生活経験が不足しているなど」に修正、３７

ページについては「市民・地域」とする。あと、生涯学習基本計画の関連

等については、また事務局のほうでちょっとご検討いただくということで、

よろしくお願いいたします。 

              それでは、３８ページ、３９ページに参りたいと思います。７と８の項
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目について、ご意見等がありましたら、お願いいたします。 

              はい、お願いします。 

 

（委員）          すみません、ちょっと確認だけなのですが、３８ページで一番下、初め

は「市民」というような格好で大くくりにしとったのですけれど、今度、

「こどもたち」という格好で、くくったわけですね。その意図。 

 

（事務局）         初めは「市民」と記載をしておりました。それを６の項目から７の項目 

に移していくという計画なのですが、同じく取組の中で、上から３番目の 

ところでは、「丹波市にゆかりのある作家展を開催するなど」ということ 

で、ちょっとイメージしているのは美術館での企画展だったりとか、とい 

うことをここでイメージしていますが、こどもたちの文化活動という趣旨 

から、あえて、ここで「こどもたち」という表現をさせていただきました。 

              それと、ちょっと説明を。ご質問いただいていた内容で、３９ページの

図書館のところになるのですが、一番下の取組項目の「こども司書」の「こ

ども」という語句が漢字から平仮名に変わっているところがありまして、

実は、第１章の振り返りのところである「こども司書」というのは、漢字

のこどもを使っていますが、この第３次計画のところから、こどもという

のは全て平仮名表記にしていこうということで、今、図書館でやっている

「こども司書」というのは、現在は漢字を使っているのですが、この教育

振興基本計画ができましてからは、以降は平仮名表記にしたいという思い

が、少しこの計画書自体の中でも２つの表現がありますので、ご理解いた

だきたいと思います。 

 

（会長）          そのほか、いかがでしょうか。 

              それでは３８ページ、３９ページは原案のままということでよろしいで

しょうか。 

 

                        （「異議なし」の声あり） 

 

（会長）          ありがとうございます。 

              続いては、４０ページ、４１ページ、９と１０ですね。こちらで一応、

第４章、最後になりますけれども、いかがでしょう。よろしいですか。 

              それでは、４０ページ、４１ページも原案のままということでよろしい

ですか。 

 

                        （「異議なし」の声あり） 

 

（会長）          それでは、事務局には、先ほど個別のところのご対応をお願いしたいと、

ピクトグラムと写真の説明ですね。こちらについても、もう一度、再検討

をお願いいたします。 

 

              （４）第５章について 

 

（会長）          それでは、最後のところになりますが、第５章の計画の推進についてい

ただきたいと思います。 

              それでは、事務局からの説明をお願いいたします。 

 

（事務局）         資料につきましては、４２ページ以降になります。第５章につきまして 

は、第１節のところを赤字にしておりますが、全体的に構成を見直してお 

ります。 
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              前回まで、学校・家庭・地域・行政の役割としまして、それぞれの立場

で取り組んでいくことなどを記載しておりました。今回は、そちらについ

ては、こどもとか市民の役割が見えにくいというようなご意見がありまし

て、「学校や家庭におけるこどもの教育」、また「市民の参画」として項

目を設けまして、再度、修正しております。 

              なお、「市民の参画」につきましては、いろいろな方との意見交換のと、

協働活動ができるように記載しております。 

              ４４ページになりますが、指標につきましては、前回の審議会でも申し

ましたとおり、第３次計画におきましては、参考指標としております。施

策が指標に引っ張られることのないよう、今回につきましては、参考指標

といたしました。こちらの参考指標につきましては、あくまでも参考とし

ておりますので、必要に応じて、ほかの数値を用いて自己点検評価の中で

振り返りはしていきたいと思っております。 

 

（会長）          それでは、第５章ですね。４２ページから４４ページですけれども、ご

意見等ございましたら、お願いします。 

 

（委員）          ぱっと読みかけのやつ、ちょっと分からないのですが、第５章で「本計

画を推進するために」云々で、「すべての人が」のが、これ「市民」とい

う格好にしないのは、意味はないのでしたっけ。ほかは全部「市民」とい

う格好で盛り込んできとるのですが、これ、「人」という広範囲にした意

味。「すべての市民が」ではあかんのですかと思ったりしとるので。 

              それと、４４ページなのですが、基本施策１関連というところでは、学

校教員という「教員」の名前を使って、あとの基本施策９に関連するとこ

ろは「教職員」という格好であっとるのですか。それと、基本施策の１と

か基本施策の２とかは、「児童生徒」という格好になっとるのですが、基

本施策４の関連については、真ん中にポツが入っておるのですが、この区

別はどういう意味で区別してあるのですか。 

 

（事務局）         ４４ページの参考指標も私のほうから回答させていただきます。 

              まず、黒四角の上から三つ目、「学校の教員は」、基本施策９関連は「教

職員は」とさせていただいているのですが、ここは全国学力・学習状況調

査の説明をそのまま抜き取った表現になっております。かぎ括弧をつけて

おりますので、そのとおり書かせていただきました。ほか、この後の回答

も含めて、ここを分かりやすくするかどうか検討させてください。 

              それから、真ん中辺の基本施策４の黒四角の「運動が好きと思っている

児童・生徒の割合」、ほかのところは「児童生徒」と書いているのも、こ

の調査がこのように書いているのを書かせていただいていますが、委員が

おっしゃるとおり、読み手にとってちょっと分かりにくいと感じるところ

もありますので、先ほどのものと含めて検討させてください。 

 

（事務局）         １点目の「すべての人」がというのは、これは教育に関わる人、これは

市民だけではなくて、教員とか警備員も含めてですけども、市民だけでは

ありませんで、そういう教育に関わる人という意味での「人」でございま

す。 

 

（会長）          よろしいですか。そのほか、いいですか。 

 

（委員）          先ほど委員がおっしゃっていた「教育にかかわるすべての人」という表

現に関しては、これだとえらい限定的だなと思います。教育にかかわる人

ということですね。認識がない人にとっては、ここは関係がないというこ
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とになっちゃうので、「すべての人」だけでもいいのかなと思います。 

              それと加えて、新しく修正された（１）の「学校や家庭におけるこども

の教育」という表現に関しては、ごめんなさい、これ、繰り返しになりま

すが、学校や家庭以外の方は、こどもたちのこともここには必要かなと思

いますし、社会教育におけるこどもの教育についても、以前のほうには書

かれていたので、そこは表現を残しておいていただきたいなと思っていま

す。こどもの教育に関わるのは、学校や家庭の人が中心になってくる部分

もあるのかもしれませんが、丹波市のところではないということで、コミ

ュニティー・スクールや地域学校協働活動といらっしゃると思いますので、

そこは社会教育や地域に向けてのこどもの教育の表現を一行、加えておい

ていただきたいなと思っています。 

              紙にも出していますが、この辺は「市民の参画」ということで、表現を

入れていただいてありがとうございます。やはり教育に関して、しっかり

市民の声を聞いたりとか、当事者であるこどもたちの声も聞いたりという

ことを、しっかりこの推進体制の中で表現していただければなと思ってい

ます。なので、もう少し、加えていいのであれば、こどもたちの意見をし

っかり聞きますよということは入れてもらってもいいのかなと私としては

思っています。 

 

（事務局）         今回、（１）に「学校や家庭におけるこどもの教育」としまして、（２） 

に「市民の参画」を入れております。こちらの市民につきましては、多様 

な主体というところで、後段に書かせていただいております、いろいろな 

人との関わりは、こちらで記載をしております。 

              あと、具体的にこどもの意見というところでございますが、この計画を

進めるに当たっての大きな項目、大切な視点としております「こどもまん

なか社会」というところで、全体的にこどもの意見を尊重されるべきであ

るということは大前提として踏まえておりますので、特にここに「こども」

という文言は入っていないのですが、こどもも含めた市民の参画というと

ころでは、こちら記載させていただいております。 

 

（委員）          ご説明ありがとうございます。大前提として踏まえてというのは、書け

ばいいのじゃないかと思っています。そこを書くということは「こどもま

んなか社会」を実現するということをはっきり示すことになると思うので、

僕は書いていただきたいと思います。本気で目指すなら、目指せばいいと

思うのです。なので、書いたらいいと思いますし、やはり今の説明で、こ

どもの教育が学校や家庭だけのものというような表現をまたあえてされる

のはちょっと違うかなと思うので、しっかりここに地域という言葉を入れ

ていただきたいなと、私としては思います。これ、読んだときに、こども

の教育は学校や家庭のことなのだなと読み取れてしまうので、多分、そう

じゃないことを目指そうとしています。最初の諮問の中でも、多分、最初、

事務局がお答えになったと思いますが、今回の計画は学校教育・社会教育・

生涯学習、連続性を示すものとおっしゃっていたと思いますので、そこは

入れていただきたいなと思います。 

 

（会長）          そのほか、意見のある委員、お願いいたします。 

 

（委員）          話、違うことなのですが、参考指標の中で、今回、赤字で、図書館サポ

ーターの活動実績人数が入っております。必要なことであるし、大切なこ

とだなとは思うのですが、そのほかとの違いが、一つだけ活動人数という、

すごく、どういうのですか、実績ベースになっているのです。ほかのはそ

の市民とかこどもたちの思いとか、そういうものの割合でなっているので
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すが、ここだけ何か実績人数となると、何かほかにもいろいろな実績部分

も出てこようかと思うので、この文言だけちょっと気になります。例えば、

図書館で十分読書できているとか、満足しているこどもの割合だったら、

まだいいのですが、ちょっとここだけ思いました。 

 

（事務局）         こちらにつきましても、委員さんのご意見の中から、図書館に関する指 

標がないということで、何かしらつけたほうがいいという考えから、最後 

に取り入れているのですが、ページで言いましたら、３９ページのところ 

が、取組の中で、「親しみを感じる図書館づくり」ということで、今現在 

も図書館のあり方ですとか、来年度、子ども読書推進計画とかを策定をす 

るのですが、「親しみを感じる図書館づくり」ということをしようと思う 

と、やっぱり市民参画ということが大事だろうというところから、今現在、 

図書館のほうで、実数として把握をしている数値がここにくくればいいの 

ではないかということで、何々の割合ということは、ちょっと絞れていま 

せんが、今、実際使っている数字で、市民参画によって、親しみを感じて 

いただけるような図書館づくりに合った指標をここで加えています。 

              ですから、委員さんがおっしゃいますように、実数ということになりま

すので、これからまた図書館のあり方等、検討していく中で、そういう満

足度調査というようなところも含めてやっていくということになれば、そ

う考えていきたいと思いますけれども、今の段階で取り組むのはこの数字

とします。 

 

（会長）          そのほか、ないですか。 

 

（事務局）         委員さんからご意見をいただいております、「学校や家庭におけるこど

もの教育」というふうに、当然、学校と家庭だけではないということは、

もちろん認識しておりますが、やはり教育基本法においても、保護者は教

育について第一次的な責任があってというものもありますので、中心的に

なるという意味で、学校と家庭というのをこどもの教育に特出ししている

という感じになっています。 

              市民参画のところで、地域や各種団体、企業等を書かせていただいてお

りますので、こういう表現になっているということが駄目なのかどうか、

審議いただけたらと思います。 

 

（委員）          家庭がとても大事ということは、全く異論はありません。だけど学校と

家庭をセットにして書くのであれば、地域も入れてよということだと、今

の丹波市の進められている教育はそうだと思います。なので、家庭だけに

して、学校と地域という書きぶりでいいのかなと思うのですが、それはど

っちが大事かということではなくて、両方大事ということだとは思うので。   

本当に心配するのは、市民が読まれたり、学校の先生が読んだりしたと

きに、こどもたちの教育、学校と家庭なのだねと読めてしまうので、そう

いう何か、あまり先生にプレッシャーかけるのも違うかなと思うのです。

なので、そこは、家庭が特出しされるのは、全然、違和感ないのですが、

学校と地域は、もう並列に並べるべきではないかなと思っています。 

 

（会長）          この点については、ちょっと事務局にもう一度、再検討していただきた

いなと思います。その上で、パブコメに向かっていただきたいと。 

              あとは、委員が言っていた、「すべての人」はというところに関して言

えば、もし変えるとすれば、教育に関わるというのは、そうなってしまう

のであれば、「すべての人が教育を自分ごととして捉え、相互に連携、協

力して取り組むことが大切です」というほうが、事務局の意図に近くなる
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のじゃないかなと思うので、この点と、あと今、委員がおっしゃっていた、

その「地域」ということを入れるのかについては、またちょっと事務局内

でご検討いただきたいと思います。なので、ちょっと宿題という形で。 

 

（委員）          こどものことも。すみません。 

 

（会長）          こどもの意見を聞くということですね。そのあたりもちょっと、いま一

度ご検討をしていただきたいと思います。 

              それ以外で何かありますか。よろしいですか。それでは、本日も長時間

にわたり、ありがとうございました。 

              では、皆様方の議論のおかげで、何とかパブリックコメントに進めるこ

とができそうです。 

 

次第３           今後のスケジュール案 

 

（会長）          それでは、今後のスケジュール等について、事務局のほうからご説明を

お願いいたします。 

 

（事務局）         次第のほうに、３番としまして、今後のスケジュール案として載せてお 

ります。こちらにつきましては、若干、日程が変更になる可能性もありま 

すが、現在での予定を書かせていただいております。 

              この審議会を受けまして、９月１２日に議会のほうで総務文教常任委員

会がありますので、そちらのほうに、この素案を提出したいと思っており

ます。それが済みましたら、パブリックコメント、１か月間の期間を取り

たいと思っております。パブリックコメントが終わりましたら、またこち

らで、審議会ということで、第１３回目、開催しまして、この１３回目の

審議会におきまして、答申というものとして案を固めていただきたいと思

っております。答申が済みましたら、今のところ、定例教育委員会を１１

月２１日に予定しておりまして、こちらに間に合うようであれば、ここで

答申ができるかなと思っております。それを踏まえて、１２月に議会提案

といった流れになっております。 

 

（事務局）         １点だけ、確認をお願いしたいのですが、今回、今日の審議会で、事務

局で検討となった分について、もうこれは事務局で検討させていただいて、

そのものをもって、パブリックコメントさせていただいたらということか

どうかの確認だけお願いしたいと思います。 

 

（会長）          正副委員長に出してもらって、ちょっと事務局と協議しましょうか。そ

れは。なので、パブコメ前の案については、私たちにちょっとご一任いた

だいてということで、お願いいたします。 

 

（委員）          パブリックコメントに関して、前回、意見書も前も書かせてもらってい

るのですが、私、市民活動支援センターの職員として、パブリックコメン

トをみんなで書こうみたいな会をやっていて、市民参画をいろいろな提供

をこれまでもしてきています。やはり、単にこうやっていますというだけ

では、なかなか市民の方には読んでもらえなかったり、意見を書いていた

だけなかったりということあると思います。そのあたり、ここもしっかり

市民の皆さん、こどもたちも含め、できるだけ読んでいただいて、ご意見

をいただくという機会を、事務局側には積極的に取り組んでいただきたい

なと思っています。なので、総合計画では恐らくやっていますよね。計画

説明会と意見、何かそこでするみたいなこと。現状、事務局のほうでは、
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この教育振興基本計画では、そういった機会を設けるのかどうか、ご検討

可能なのかどうかということをちょっと確認したいなと思います。 

 

（会長）          それ、どういう会なのですか。 

 

（委員）          我々がやっているのは、パブリックコメントを、うちのセンターの職員

が解説をして軽く、何でこういう計画をつくられているのかとか、中身に

ついてもポイントを絞って、参加者の方に説明した上で、皆さんと意見交

換をします。実際、書くまではいかないのですが、後ほど、期限の間にパ

ブリックコメントを書いてくださいねということを、我々がサポートする

ような活動、センターのほうではやっています。センターとして、そうい

うことは依頼があれば一緒にやっていくということは今までもやっている

ことなので、ぜひ、検討いただければなと思います。もちろん、事務局側

が常時やっていくということ、全然問題ないと思うのですが、この計画が

できたのだよということを、市民に知ってもらって読んでもらうという投

げかけをやっていただけたらなと思います。 

  

（会長）          このあたりの周知徹底については、きちんとしていただければなと思い

ます。ほか、よろしいですか。 

 

次第４           次回の審議会日程 

 

（委員）          すみません、次回の日程について、ちょっとお願いがあるのですが。 

              都合を言って、申し訳ないのですけれど、１１月は１年間で最も出張も

多くて、最も忙しい月です。この会は私の中でも優先すべき会かなと思っ

ていまして、ただ、ほかの用が先に入ると、そちらをキャンセルしにくい

ということも考えられるので、できるだけ早く決めていただけたら、最優

先で入れられるのですが、調整をお願いします。 

 

（会長）          分かりました。じゃ事務局、お願いします。 

 

次第           ５ 閉会あいさつ 

 

（副会長）         どうも、審議員の皆さん、ご苦労さまでございました。 

              いろいろとこれまで話し合ってきたことの総まとめという形で、今回、

お話ししてきたわけでございますけれども、たくさん事務局から出ました

案件につきまして、修正してもらわないといけないところもありますが、

最終的には、委員長から言われましたように、事務局と私たちのほうで、

最終的に基本計画の素案をつくって、９月の１２日、この総務文教委員会

へ提出するとなるわけですね。それまでにしなきゃいけないと思っており

ます。だから、今日、皆さんから出ました意見のところで、参考にしなく

てはいけないところは、また入れなくてはいけないところ等あると思いま

すので、その辺はこちらのほうで、一緒に事務局と考えて、させていただ

きたいと思っておりますので、よろしくお願いしております。 

              大変、長時間、審議のほうしていただきまして、本当にありがとうござ

いました。簡単ではございますけれども、これをもちまして、第１２回の

丹波市教育振興基本計画審議会を終了させていただきます。本当に皆さん、

ご苦労さまでございました。また、いろいろとお世話になりますが、よろ

しくお願いいたします。 

 


